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高校受験が終わりました 

 

 今回も全国で多くの障害のある生徒たちが、支援学校ではなくみんなといっしょに普通高校

へ行くために高校受験に取り組みました。 

 私もスタッフをやっている“知的障害者を普通高校へ北河内連絡会”の定例会や学習会に参加

している３人の人たちも府立高校を受験しました。A さんは、一般選抜で（各都道府県で入試

制度がちがっていて、それが

コロコロと変わり、さらに呼

び名も変わるので、とても説

明が難しいのですが、とにか

く大阪では一番多くの府立高

校で入試が行われる期間です）

普通高校を受験し合格しまし

た。B さんは、一般選抜で定

時制を受験して合格、C さん

は一般選抜で普通高校を受験

し不合格、その後定員割れを

した高校が再募集を行う２次

選抜で、定時制高校を受験し

て合格しました。 

 ３人は、知的障害があるのでテストで点数をとることができません。それが障害なのですか

ら。それでも、お母さんや支援者がつきっきりで勉強したり、面接の練習を繰り返したり、何

日もかけて書き直しながら高校に行きたい気持ちを記した要望書を書きあげたり、一生懸命に

受験に取り組みました。 

 結局、受験者数が定員を上回っている学校は合格できなかったのですが、定員割れをしてい

る高校には合格することがで

きました。大阪府教育委員会

も、高校も、「定員内不合格は

出さない」という「約束」を

守っているからです。誰に対

する約束かといえば、もう 20

年以上前から「どんな障害が

あっても、みんなといっしょ

に高校へ行きたい」と願って

声を上げ、教育委員会や高校

や、支援学校があたりまえと

いう世間の「空気」に対して

粘り強くたたかい続けた障害

当事者と保護者たちに対する



「約束」であり、ひいては税金を納める府民に対する「約束」であると、私は考えています。 

 でも、それはあくまでも「約束」であって、条例や法律で保障された「制度」ではありませ

ん。「あいているから入れてあげる」というのと、「どんな障害があっても、高校で学びたい人

は誰でも入学できる」制度とはまったくちがうと思います。 

 大阪以外の全国各地から高校受験のようすが伝わってきます。（長くなると「読みにくい」と

怒られそうなので（？）次回に書き継ぎます。） 

※写真は、「障害があっても、みんなと一緒に普通高校へ」と呼びかける“高校問題を考える大

阪連絡会”のパンフレットです。 

 

全国で広がる定員内不合格に反対する取り組み 

 

 北海道から嬉しい便りが届きました。北海道新聞の１面にも掲載されました――重度の知的

障害を伴う自閉症の旭川市在住の中学３年生、平田和毅さん（15）が今春、旭川北高校の定時

制普通科に合格した。障害がある受験生らが、定員割れにもかかわらず不合格となる「定員内

不合格」が全国で相次ぐ中、支援者の支援を受けて、「春」をつかんだ。―― 

 カズキさんの「高校進学を応援する

会」がつくられ、教育委員会と話し合

って定員内不合格を出さないことや、

受験上の配慮事項を要請する中で、面

接試験では会話が苦手なカズキさんと

面接官との意思疎通を支援する介助者

の同席が認められました。 

 そのように支援者の応援を受けて

様々な工夫を凝らしながら、高校入学

を実現した障害者が、私の知らない他

の地域でもあっただろうと思います。 

 でも、見方を変えれば、高校入学と

いう当たり前のことが新聞に載るくら

い、障害者が普通高校に通うことは「特

別なこと」であるとみられてしまう社

会の現実を照らし出しているといえる

のではないでしょうか。 

 愛知県のハルさんは 3 年目、通算 6

回目の高校受験に挑戦しましたが、不

合格。16 人募集して 7 人が受験、9 人

の定員割れがありました。 

 熊本県のシノンさんは、3 年目で８回の受験。３年かかって教育委員会に意思疎通支援者を

認めさせて臨んだ今年最後の受験も、結局定員内であるにもかかわらず不合格でした。 

 ３年目の高校受験に挑戦する沖縄のイオリさんのことは、２月２日付の FB への投稿で、日

をまたいだ沖縄県教育委員会との交渉経過を載せました。その結果は▼一般入試では、160 人

募集で 79 人が受験、81 人の定員割れにもかかわらず 3 人が不合格。▼2 次募集では、89 人募

集で 32 人が受験、57 人の定員割れにもかかわらず、6 人が不合格。結局イオリさんは 3 年目



の浪人を余儀なくされてしまいました。 

 きっと全国各地で不合格の悔し涙を飲んだ障害生徒たちがあったことでしょう。そもそも受

験そのものをあきらめざるを得なかった人たちも、多くいたであろうことは想像に難くありあ

りません。 

 みなさんは「定員内不合格」について、どう思われますか？「点数がとれなかったんだから、

仕方がない。」「第一、入学できたとしても、高校の勉強に付いて行けるはずがない。」と言われ

る方もあるかもしれませんね。実は文部省も同じことを言っていたのです。 

 「高等学校の入学者の選抜は、…高等学校教育を受けるに足る資質と能力を判定して行うも

のとする」（1963 年・昭和 38 年 初等中等教育局長通知）人呼んで「適格者主義」が高校入

学者選抜の舞台に登場するはじまりであるようです。 

 これは 57 年前の通知です。高校進学率が 67％、中学卒業者が「金の卵」と呼ばれて、全国

から即戦力の労働者として都会に集められた高度経済成長まっしぐらの時代です。 

 いやいや何年前であ

ろうと、「ちゃんと」文

部省の通知、つまり公

文書に書いてあるのだ

からそれを守って当然

である、という声も聞

こえそうです。その通

り、「ちゃんと」公文書

は残っているし守らね

ばならないものです。

それを廃棄したり、改

ざんしたり、勝手に読

み替えたりするのは決

してあってはならない

はずのものです。 （ち

ょっと勢い込んで横道

に逸れましたが） 

 ところが1999年（平

成 11 年）の中央教育

審議会答申をみると、高校入学選抜の方法は各都道府県教育委員会や各学校に裁量権をゆだね

たということが書かれています。――「進学率が約 94％に達した昭和 59 年の『公立高等学校

の入学者選抜について』（初等中等局長通知）においては、…一律に高等学校教育を受けるに足

る能力・適性を有することを前提とする考え方を採らないことにした。」と書き、さらに「平成

11 年度からは、高等学校の入学者選抜について、生徒の多様な能力、適性等を多面的に評価す

るとともに、一層各学校の特色を生かした選抜を行い得るよう、調査書及び学力検査の成績の

いずれをも用いず、他の方法によって選抜を行うことを可能にする制度改正を行い、選抜方法

についての設置者及び各学校の裁量の拡大を図ったところである。」と答申しています。―― 

 おかしいと思いませんか、文科省が「初等中等教育局長通知」で柔軟性、多様性を持った選

抜方法をとるように通知しているにもかかわらず、教育委員会や高校は、これには従わず 57

年前に出された「初等中等教育局長通知」を後生大事に守りながら、「点数」というたった一つ



の物差しで振り分ける入学者選抜方法を今も続けているのです。 

世界の国が約束した障害者権利条約や、国内で採択された障害者基本法、障害者差別解消法が、

「障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生す

る社会の実現」を目指すことを求めているにもかかわらず、まるで無視するかのように手垢に

まみれた 57 年前の「適格者主義」を錦の御旗に掲げで、遠慮会釈なく障害者の願いを切り捨

てて、そのことに何の後悔もためらいも迷いも生まれません。いや、迷わないために、迷いた

くないから「適格者主義」という旗が必要なのかもしれません。 

どうしてこんなことが起こるのでしょうか？日本の抱える、それはそれは複雑に絡み合った構

造的な問題があるのだと、私は考えています。 

 ▼明治 5 年の学制発布以来、150 年以上の年月を経て延々と続く「できる・できない」の価

値観に基づく能力神話と、それを再生産し続ける「教える授業」。▼世界を覆う新自由主義経済

のグローバリズムがもたらす、市場原理の教育の世界への浸食。徹底した競争主義、評価主義、

能力主義。▼私たちが空気のように吸い込み、水のように飲み込んできた「優生思想」。 

 インクルーシブ教育、つまり障害のある人もない人も「ともに学び、ともに生きる教育」の

実践は、おのずから日本の「それはそれは複雑に絡み合った構造的な問題」を相手にして変革

していく取り組みになって行きます。決して障害者だけの問題ではない、学校教育だけの問題

ではない、私たちの社会や国のあり方の問題と言ってもいいでしょう。そんな大それたことが

できるわけがないという人や、そんなことをされては困るという大人たちは、だから最初から

「ともにいる」ことに反対し、時に「分ける」ことを強制します。でも、「ともにいる教室」の

中では、子どもたちはしなやかに一つひとつの問題を解決し壁を越えて行きます。 

 落とされても落とされても高校受験に挑戦する障害生徒の姿は、不条理な差別に立ち向かう

だけではなく、社会を変革する小さな戦士のように、私には映ります。 

 みなさんの周りでも、きっと普通高校を受験する障害のある生徒たちがいると思います。ち

ょっと耳を澄ませ、目を凝らせば、テレビや新聞で「定員内不合格を出させない」という言葉

や活動を見聞きすることがあると思います。考えてみてください、周りの人たちと話題にして

みてください。 

 

和希くんの養護学校への就学決定の取り消しを求める、川崎就学裁判 

 

 とんでもない事態が起こっています。高校入学を拒否するどころか、地域の小学校への就学

が認められず、本人や保護者の希望に反して一方的に養護学校への就学を「決定」して通知し

たというのです。いったい「どこのどいつがそんなことを」（ちょっと感情的になってしまいま

した？でも、知れば知るほどさらに怒りが高じてくる、そんな話なんです。）というと、川崎市

教育委員会と神奈川県教育委員会です。 

 川崎市に在住する人工呼吸器ユーザーである光菅和希くんは、地域の小学校への入学をあた

りまえに希望しましたが、教育委員会は「専門家も含めて総合的に判断」した結果、神奈川県

立養護学校への就学が適当と判断したと回答し、一方的に通知しました。 

 45 年以上前に東京の金井康治くんがきょうだいの通う小学校に入りたいと希望したのに対

して、小学校も、教育委員会も、都の行政も受け入れを拒否。自主登校する康治くんや支援の

人たちに対して、校門を封鎖、区役所の抗議集会では職員を動員してピケを張るなどの事態と

なり、全国に支援の輪が広がる就学闘争が起こりました。 

 それから 45 年が経って、しかも障害者権利条約が批准され、障害者基本法、障害者差別解



消法が施行されている現在において、また

ぞろ同じことが起こっています。いったい

どこまで日本という国の差別の根は深く続

いているのでしょうか。 

 やむなく和希くんとご両親は「養護学校

への就学決定の取り消しと、地元小学校へ

の就学を求めて」横浜地方裁判所へ提訴し

ましたが、2020 年 3 月 18 日完全敗訴の判

決が下りました。 

 判決文は、▼障害児だけが集められる支

援学校も「インクルーシブ教育」と言い切

る。▼「本人保護者の意向を最大限尊重す

る」ことになっているにもかかわらず、「専

門家」の意見を優先した「総合的判断」を

押し付けても適法であるとしている。▼一

言も権利条約の内容に触れた言葉がないな

ど、条約や法令を読んだ者ならだれでもお

かしいと気付く稚拙な判決「理由」が並ん

でいます。 

 「重度の障害者が普通学校で、みんなと

いっしょに学び合うことなどできるわけがない」という、思い込みや偏見によって導かれた判

決であったと思われてなりません。 

 裁判官は障害者と付き合ったことはあるのだろうか、障害者問題の具体的な現状をどこまで

知っているのか、そもそも条約や法令についての研修をやっているのか、不信を抱くほどの無

知さ加減に、愕然としてしまいました。 

 原告団は、「…和希君が一刻も早く、同世代の子どもたちの中で共に学ぶ日を実現し、どの子

も、どんなに障害が重くても、共に学びあえるインクルーシブ教育を実現していくべく、引き

続き努力していく」との声明を発表して、控訴しました。これからも目が離せません。 

 きしくも判決のあった二日前、同じ横浜地方裁判所の同じ大法廷で「津久井やまゆり園事件」

の判決がありました。「障害者は生きている意味がない」と言って犯行に及んだ植松聖と、「専

門科」の意見を「総合的判断」

と振りかざして、和希くんや両

親の思いや願いを切り捨てる裁

判官や教育委員会の態度がつな

がっているとは、微塵も気付く

ことはないのでしょうね。 

怖いコワイ話です。 

 

 


